
大阪 IRカジノに対する大阪弁護士会「会長声明」 

  

 正式には「大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域の整備に関する計画（案）の撤回を

求める会長声明」である。手続き上の問題を中心に抜粋して紹介する。 

 当会は、一貫して、カジノ解禁に反対意見を表明してきた。カジノ解禁に関しては上

記のような問題（2014・16・18・19年会長声明）があることに加え、今回の区域整備

計画案には以下のような手続上の問題がある。 

 大阪府・市は、令和 4年 1月、議会での審議に先立って、区域整備計画案に関する説

明会及び公聴会を実施した。しかし、議会の議決を経て認定申請する直前に説明会を実

施しても住民の合意形成を得る手続としては不十分である。しかも、大阪府・市は新型

コロナウィルス感染症の拡大状況を踏まえ、11 回の開催を予定していた説明会の 8 回

以降を中止した。説明会を十分に開催しないまま、区域整備計画案の提出作業を進める

ことを正当化することはできない。また、公聴会は 4回しか開催されず、かつ、公述人

の発言時間は一人 5 分に限られており、十分な意見を述べる機会は確保されなかった。

このように、住民の意見を聞く機会は極端に制限されている。 

 以上に加え、区域整備計画案発表の段階になって、夢洲の土壌汚染・液状化対策に関

し、大阪市において 790億円を負担するとの表明がなされた。これまで大阪府・市は、

カジノを中心とする IR 施設を設置するのに公費は投入しないかのような説明をしてい

たが、その説明が急遽覆される形となった。こうした新たな問題が発生し、本区域整備

計画案について住民の合意形成を図る手段として、住民が判断するために必要な情報を

開示した上で、住民投票の実施を求める声も高まっている中、説明会の多くをいきなり

中止し、公聴会も不十分なまま議会の承認を得る手続が進められている。 

 特定複合観光施設区域整備法第 9条 7項において、都道府県等は、計画を作成しよう

とするときは、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じ

なければならないとされ、同法についての参議院附帯決議においても、同計画の作成等

において、公聴会等の開催や情報開示を通じ、住民の合意形成に努めることとされてい

るが、大阪府・市の区域整備計画案作成に向けた対応は上記法律等の要請を満たすもの

とは到底いえない。 

 そこで、当会は、上記のような様々な問題のあるカジノ解禁そのものに改めて強く反

対する。さらに、住民投票を求める声もある中、手続上の観点からしても、適切な情報

開示を通じた住民の合意形成を軽視した現状のまま区域整備計画案について府議会・市

会の議決を経ることは許されないことから、同区域整備計画案の撤回を求めるものであ

る。         2022年（令和 4年）2月 25日 大阪弁護士会 会長 田中宏 

 

 大阪 IRカジノに焦りは禁物であり、重大な問題を抱える計画案の撤回を求めたい。 

                               (2022年3月1日)                           


